
お し ら せ
【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

▽
受
給
資
格
者

　

 

一
定
以
上
の
障
が
い
の
あ
る
児
童

（
20
歳
未
満
）
を
扶
養
す
る
父
母
、

ま
た
は
父
母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
人 

▽
支
給
要
件�

・ 

障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
年
金
を

受
給
し
て
い
な
い
こ
と

・ 

障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
施
設
入

所
し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
月
額

（
障
が
い
程
度
に
よ
り
異
な
る
。）

・ 

１
級　

５
万　

４
０
０
円 

・ 

２
級　

３
万
３
５
７
０
円 

▽
手
当
支
給��

　

　

毎
年
４
、８
、11
月
の
３
期

【
特
別
障
害
者
手
当
】

▽
受
給
資
格
者��

　

　

 

重
度
障
が
い
者（
20
歳
以
上
）で
あ
っ

て
、
日
常
生
活
で
常
時
特
別
な
介
護

を
必
要
と
す
る
人

▽
支
給
要
件

　

 

重
度
障
が
い
者
（
20
歳
以
上
） 

が
、

施
設
入
所
ま
た
は
入
院（
３
か
月
超
）

し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
月
額　

２
万
６
２
６
０
円

▽
手
当
支
給

　

毎
年
２
、５
、８
、11
月
の
４
期

　

在 

宅 

福 

祉

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

▽
受
給
資
格
者

　

 

重
度
障
が
い
児（
20
歳
未
満
）で
あ
っ

て
、
日
常
生
活
で
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
人

▽
支
給
要
件

・ 

重
度
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
年

金
を
受
給
し
て
い
な
い
こ
と

・ 

重
度
障
が
い
児
（
20
歳
未
満
）
が
施

設
入
所
し
て
い
な
い
こ
と

▽
手
当
月
額　

１
万
４
２
８
０
円

▽
手
当
の
支
給

　

毎
年
２
、５
、８
、11
月
の
４
期

【
各
種
手
当
の
共
通
事
項
】

支
給
制
限

　

前
年
の
所
得
が
基
準
額
を
上
回
る
場

合
は
、
８
月
か
ら
翌
年
７
月
ま
で
の
支

給
が
停
止
さ
れ
ま
す
。

現
況
届
の
提
出

　

受
給
者
は
、
毎
年
定
め
ら
れ
た
期
限

内
に
所
得
状
況
な
ど
の
現
況
届
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

社
会
福
祉
課
障
が
い
福
祉
係

　
　
　
　
　

☎
㉔
２
１
１
１

　
　
　
　
　
（
内
線
１
７
３
）

長
浜
支
所　

☎
�
１
１
１
４

肱
川
支
所　

☎
34
２
３
４
７

河
辺
支
所　

☎
39
２
１
１
３

　児童扶養手当
【支給要件】
18歳未満（年度内有効）、または特別児童扶養手当
を受給している２0歳未満の児童がいる父子家庭の
父、母子家庭の母、または父母に代わって児童を養
育している人

※�老齢福祉年金以外の国民年金、恩給、厚生年金な
どの公的年金受給者は対象外です。

【所得制限】
　本人および扶養義務者などの前年所得が一定額以
上の場合は、支給が停止されます。

【手当支給】
年 3期（ ４月、 8月、1２月）

【現況届】
　毎年 8月に生活状況と前年所得などの届け出が必
要です。

【手当月額】
▽児童 1人の場合　
　４1，４30円～９，780円
▽児童 ２人目の場合
　₅，000円加算
▽児童 3人目からの場合
　１人増すごとに3，000円ずつ加算

【支給額の改定】
▽物価変動に応じて改定されます。
▽�受給開始から ₅年（または支給要件該当から 7年）
を経過した時は、手当の ２ 分の 1 が支給停止とな
る場合があります。

【問い合わせ先】
社会福祉課子育て支援係　☎２４－₅718
長浜支所　　　　　　　　☎₅２－1113
肱川支所　　　　　　　　☎3４－２3４7
河辺支所　　　　　　　　☎3９－２113
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Information

保
険
証
（
被
保
険
者
証
）
が
新
し
く

　

現
在
の
被
保
険
者
証
（
薄
桃
色
）
の

有
効
期
限
は
、
平
成
25
年
７
月
31
日
㈬

で
す
。
８
月
１
日
㈭
か
ら
は
、
新
し
い

被
保
険
者
証
（
青
色
）
に
変
わ
り
ま
す
。

【
対
象
者
】

▽
75
歳
以
上
の
人

▽ 

65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
人
で
、
一
定

の
障
が
い
が
あ
る
人
（
本
人
の
申
請

に
基
づ
き
、
愛
媛
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
の
認
定
を
受
け
た
人
）

【
一
部
負
担
割
合
】

１
割
ま
た
は
３
割

※
平
成
24
年
中
の
所
得
で
決
定

【
交
付
時
期
】

　

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬

に
簡
易
書
留
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。
な

お
、
８
月
以
降
新
た
に
75
歳
と
な
る
人

の
被
保
険
者
証
は
、
誕
生
日
の
前
月
に

郵
送
し
ま
す
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
が
届
い
た
ら
、

住
所
・
氏
名
・
一
部
負
担
割
合
な
ど
を

必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」
も
、
７
月
31
日
㈬
が
有
効

期
限
で
す
。

　
 

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

つ
い
て

　

現
在
保
有
し
、
次
の
要
件
に
該
当
す

る
人
は
、申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

被
保
険
者
証
と
一
緒
に
送
付
し
ま
す
。

【
要
　
件
】

▽
保
険
料
の
滞
納
が
な
い
。

▽ 

平
成
25
年
度
の
住
民
税
が
非
課
税
の

世
帯

※ 

新
規
申
請
お
よ
び
長
期
入
院
に
つ
い

て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
料
の
通
知
書
を
送
付

　　

平
成
25
年
度
の
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
７
月
中
旬
に

送
付
し
ま
す
。
保
険
料
は
、

一
人
ひ
と
り
に
か
か
る
「
均

等
割
額
」
と
、
所
得
に
応
じ

た
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額

で
す
。

※ 

10
円
未
満
切
り
捨
て
で
限

度
額
は
55
万
円
で
す
。

　

保
険
料
の
軽
減
措
置
な
ど

詳
し
く
は
、
被
保
険
者
証
と

一
緒
に
送
付
す
る
「
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】　

保
険
環
境
課
高
齢
者
医
療
係

☎
㉔
１
７
１
３

�一人あたりの　＝��均等割額　＋��所得割額�保険料（年額）　��� ４４,1９４円　　 �（前年の総所得金額－基礎控除額）×8.7２%

　国民年金保険料の免除制度

　国民年金の保険料を納めることが経済的に困難な
場合には、申請によって、保険料の納付が「全額免除」
「一部免除」または「猶予」される制度があります。（申
請者・配偶者・世帯主の所得によって審査がされま
す。）
　保険料の免除が承認された期間は、老後に年金
を受け取るための資格期間に含まれるだけでなく、
万一の時に、障がい年金や遺族年金を受け取る資格
期間にも含まれます。
　ただし、免除の承認を受けた期間については、保
険料を全額納付した時に比べ、将来受ける年金額が
少なくなります。

【申請期間】
▽�平成２４年度（対象期間は平成２４年 7 月～平成２₅年
６ 月）の免除申請→ 7月末で受付終了

※�平成２４年度の免除を希望される人は、お急ぎくだ
さい。

▽�平成２₅年度（対象期間は平成２₅年 7 月～平成２６年
６ 月）の免除申請→ 7月から受付開始

【申請に必要なもの】
年金手帳、認印

※�申請される年度または前年度に失業したことによ
り、免除申請を行う場合は、雇用保険受給資格者
証や離職票が必要となる場合があります。
　　　　　　　　
【申請・問い合わせ先】
市民課市民係　☎２４－1710
長浜支所　　　☎₅２－1113
肱川支所　　　☎3４－２331
河辺支所　　　☎3９－２113
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お し ら せ
　

市
内
に
お
け
る
独
身
男
女
が
出
会
う

機
会
を
充
実
さ
せ
、
参
加
し
や
す
い
環

境
を
整
備
す
る
た
め
、
独
身
男
女
が
出

会
う
た
め
の
イ
ベ
ン
ト
（
de
愛
イ
ベ
ン

ト
）に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
補
助
要
件
】

▽ 

主
催
者
が
、
え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン

タ
ー
（
以
後
、
セ
ン
タ
ー
）
の
応
援
企

業
に
登
録
し
て
い
る
市
内
の
法
人
な

ど
で
あ
る
こ
と

▽ 

セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
実
施
す
る
イ
ベ

ン
ト

▽ 

参
加
者
１
人
あ
た
り
の
参
加
費
用
が

１
０
０
０
円
（
セ
ン
タ
ー
支
援
金
含

む
。）
以
上
で
あ
り
、
補
助
金
額
を

含
め
た
収
入
額
が
支
出
額
を
上
回
ら

な
い
こ
と

※ 

イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
主
催
者
に
対

す
る
補
助
金
で
す
。

【
補
助
金
額
】

参
加
者
１
人
に
つ
き
２
０
０
０
円
以
内

【
交
付
ま
で
の
流
れ
】

①
応
援
企
業
に
登
録（
未
登
録
の
場
合
）

② 

セ
ン
タ
ー
の
承
認
を
受
け
た
計
画
書

と
と
も
に
、
補
助
金
交
付
申
請
書
を

市
へ
提
出

　

ふ
れ
あ
い
交
流
イ
ベ
ン
ト
支
援
補
助
金

（
de
愛
イ
ベ
ン
ト
へ
の
補
助
金
）
に
つ
い
て

③ 

市
か
ら
補
助
金
の
交
付
決
定
通
知
が

届
い
た
後
、
イ
ベ
ン
ト
を
実
施

④ 

イ
ベ
ン
ト
実
施
後
、
セ
ン
タ
ー
へ
提

出
し
た
報
告
書
の
写
し
と
と
も
に
、

実
績
報
告
書
や
交
付
請
求
書
な
ど
を

市
へ
提
出

⑤
内
容
確
認
後
、
市
が
補
助
金
を
交
付

　

予
算
の
範
囲
内
で
随
時
受
け
付
け
を

し
ま
す
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
洲
市

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
掲
載
し
て
い

ま
す
。（
様
式
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

　

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
の
検
索
欄
か
ら
、「
出

会
い
イ
ベ
ン
ト
」
で
検
索
し
て
く
だ
さ

い
。

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

企
画
調
整
課
地
域
政
策
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
５
２
５
）

（
応
援
企
業
に
つ
い
て
・

イ
ベ
ン
ト
の
計
画
に
つ
い
て
）

え
ひ
め
結
婚
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
９
（
９
３
３
）
５
５
９
６

http://w
w
w
.m
sc-ehim

e.jp/

　防災行政無線放送のフリーダイヤルを開始しました　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０12０（００）8863
　防災行政無線放送は、災害などの情報提供はもち
ろん、火災などの注意喚起や各種行事の周知にも役
立つ、市民のみなさんと行政をつなぐ重要な伝達手
段の一つです。
　「無線放送の内容が聞き取れなかった」「放送を聞
き逃した」といった場合には、放送内容を電話で確
認することができます。
　従来のテレホンサービスでは、通話料がかかって
いましたが、 ６ 月 3 日からフリーダイヤルの運用を
開始し、無料で確認できるようになりました。

　
　

　放送終了後、放送順に 8件分の内容が録音されて
います。確認したい内容に合わせ、ダイヤルボタン
の「♯」を押した後、「番号」を押して操作を行っ
てください。

【使用できる電話】
固定電話、携帯電話、公衆電話
【内　容】
デジタル防災行政無線で放送されたもの
【デジタル放送の範囲】
肱南、久米、肱北、若宮、五郎、田口、
平、三善の各地区、長浜地域全域

　防災行政無線テレホンサービス
　　☎０１２０（００）８８６３

【問い合わせ先】
危機管理課　☎２４－17４２

操作内容 電話の操作
聞いている放送より一つ
前の放送を聞く。 「♯」押し→「３」押し

聞いている放送の冒頭に
戻る。 「♯」押し→「２」押し

聞いている放送より一つ
後の放送に戻る。　 「♯」押し→「１」押し

最新の放送に戻る。 「♯」押し→「０」押し
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Information

【
採
用
予
定
人
員
】
４
人

【
受
験
資
格
】

▽  

平
成
元
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ

た
人
で
、
大
学
、
短
期
大
学
ま
た
は

高
等
学
校
を
卒
業
も
し
く
は
平
成
26

年
３
月
末
ま
で
に
卒
業
見
込
み
の
人

▽
日
本
の
国
籍
を
有
す
る
人

▽ 

採
用
後
、
大
洲
市
、
内
子
町
の
い
ず

れ
か
に
居
住
可
能
な
人

▽
次
の
身
体
要
件
を
備
え
て
い
る
人

・
身　

長
（
お
お
む
ね
）

　

男
性
は
１
６
０
㎝
以
上
、

　

女
性
は
１
５
５
㎝
以
上

・
体　

重
（
お
お
む
ね
）

　

男
性
は
50
㎏
以
上
、

　

女
性
は
45
㎏
以
上

・
視　

力　

　

 

両
眼
と
も
視
力
が
０
・
７
以
上
（
矯

正
を
含
む
。）
で
色
覚
が
正
常

・
聴　

力　

　

左
右
と
も
正
常
で
あ
る
こ
と　

な
ど

【
試�

験�

日
】（
一
次
試
験
）

９
月
22
日
㈰

【
試
験
会
場
】

大
洲
消
防
本
部
３
階
会
議
室
ほ
か

※ 

２
次
試
験
の
詳
細
は
１
次
試
験
合
格

者
に
通
知
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
度
大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合
消
防
職
員
を
募
集

【
受
付
期
間
】　

７
月
８
日
㈪
〜
８
月
16
日
㈮

月
曜
日
〜
金
曜
日
の
午
前
８
時
30
分
か

ら
午
後
５
時
ま
で
（
祝
日
を
除
く
。）

※ 

郵
送
の
場
合
は
、
８
月
16
日
㈮
ま
で

の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付

け
ま
す
。
受
験
申
込
書
は
、
左
記
ま

た
は
各
支
署
で
用
意
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
地
区
回
覧
の
「
平
成
25

年
度
大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合
消

防
職
員
採
用
試
験
案
内
」
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

大
洲
地
区
広
域
消
防
事
務
組
合

消
防
本
部
総
務
課

☎
㉔
２
６
６
６

http://w
w
w
4.ocn.ne.jp/~ozu119/

　放送大学　1０月生募集のお知らせ 　作品募集『港の美術館』～リニューアルオープン～

　放送大学では、平成２₅年度第 ２学期（10月入学）
の学生を募集しています。

【出願期間】
8月31日㈯まで　※資料を無料で差し上げます。
▽�1₅歳以上の人なら、１科目から学習する選科履
修生・科目履修生として入学できます。
▽�18歳以上で大学入学資格を有する人なら、入学
試験はなく全科履修生として入学できます。

※�４年以上在学して1２４単位を修得し卒業する
と、学士（教養）の学位を取得できます。
▽�一つの分野を体系的に学びたい人には、「放送
大学エキスパート」を実施しています。

【問い合わせ先】
放送大学愛媛学習センター　
☎08９（９２3）8₅４４
※ホームページからでも受け付けます。

　長浜町今坊地区の元気おこしと、イメージアッ
プを図るための「港の美術館」が、今年で1９年
目を迎えました。今年は、 3 年に一度の作品入
れ替えの年となっていて、このたび作品募集を
行います。
　みなさんも防波堤の白いキャンバスに、思い
思いの絵を描いてみませんか。
【作成期間】 7 月 1 日㈪～ ９月30日㈪
【定　　数】1６組
【申し込み・問い合わせ先】
今坊ゆうやけの会「港の美術館」募集係（津田）
☎₅２－3２４3
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お し ら せ

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
２
４
３
）

　

今
夏
、
安
定
し
た
電
気
供
給
を
行
う

た
め
に
も
、
無
理
の
な
い
範
囲
で
み
な

さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
節
電
時
期
】

７
月
１
日
〜
９
月
30
日
の
平
日

午
前
９
時
〜
午
後
８
時
ま
で

（
お
盆
を
除
く
。）

�

節
電
メ
ニ
ュ
ー
（
例
）

▽
空
　
調

・
室
内
28
度
を
心
が
け
る
。

※
熱
中
症
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
冷
蔵
庫

・ 
設
定
温
度
を
「
強
」
か
ら
「
中
」
に

変
え
、
扉
を
長
時
間
開
け
な
い
。

▽
照
　
明

・
日
中
は
不
要
な
照
明
を
消
す
。

・ 

省
エ
ネ
型
の
電
球
型
蛍
光
灯
ラ
ン
プ

や
Ｌ
Ｅ
Ｄ
電
球
な
ど
を
使
用
す
る
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

四
国
経
済
産
業
局
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
環

境
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
課

☎
０
８
７
（
８
１
１
）
８
５
３
５

　

夏
は
「
花
火
」
の
季
節
で
す
。
日
頃

か
ら
、
火
遊
び
の
危
険
性
や
火
の
正
し

い
使
い
方
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

【
火
災
防
止
の
ポ
イ
ン
ト
】

▽ 

子
ど
も
だ
け
で
火
を
取
り
扱
わ
せ
な

い
。

▽ 

火
遊
び
を
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た

ら
注
意
す
る
。

▽ 

ラ
イ
タ
ー
や
マ
ッ
チ
を
、
子
ど
も
の

手
の
届
か
な
い
場
所
で
管
理
す
る
。

▽ 

子
ど
も
が
簡
単
に
使
用
で
き
な
い
Ｃ

Ｒ
ラ
イ
タ
ー
（
チ
ャ
イ
ル
ド
・
レ
ジ

ス
タ
ン
ス・ラ
イ
タ
ー
）を
使
用
す
る
。

▽ 

花
火
を
す
る
時
は
、
広
く
て
安
全
な

場
所
で
行
う
。

▽ 

花
火
を
す
る
時
は
、
水
バ
ケ
ツ
を
準

無料法律相談
時　 7月18日㈭
　　午後 ２時～ ４時30分
場　大洲商工会館　※要電話予約
問　大洲商工会議所　☎２４－４111

市民法律相談
時　 7月２7日㈯
　　午前10時～午後 ４時
場　大洲市民会館　※要電話予約
問　市役所総務課行政係
  　☎２４－17２４

年金出張相談
大洲地域
時　 7月 ₅日㈮ ･ 17日㈬ ･ ２₅日㈭
　　午前10時～午後 3時30分
場　大洲市総合福祉センター
長浜地域
時　 7月11日㈭
　　午前10時～午後 3時30分
場　長浜町商工会
問　松山西年金事務所
　　☎08９－９２₅－₅10₅

人権相談
大洲地域
時　 7月1９日㈮　午前10時～正午
場　人権啓発課（旧図書館 ２階）
時　 7月1６日㈫　午前10時～正午
場　柳沢公民館
問　急ぐ時は法務局大洲支局
　　☎0₅70－003－110
    市役所人権啓発課
  　☎２４－17４６

行政相談（総務省）
大洲地域
時　 7月1９日㈮　午前 ９時～正午
場　市役所 1階会議室
問　市役所総務課行政係
　　☎２４－17２４
長浜地域
時　 7月２６日㈮　午後 1時～ ４時
場　長浜体育館 1階会議室
問　長浜支所　☎₅２－1111
肱川地域
時　 7月 ₅日㈮
　　午後 1時30分～ ４時30分
場　肱川公民館 ２階青年室
問　肱川支所　☎3４－２3２0
河辺地域
時　 7月10日㈬　午前10時～正午
場　河辺老人福祉センター
問　河辺支所　☎3９－２11２

不動産無料相談
時　 7月1６日㈫
　　午前10時～午後 ４時
場　宅建協会大洲地区連絡協議会
問　ビアスプランニング㈱
　　☎２₅－17４7

　

市
で
は
、
大
洲
都
市
計
画
公
園
の
区

域
の
変
更
に
関
す
る
素
案
の
作
成
後
、

４
月
11
日
に
「
説
明
お
よ
び
意
見
陳
述

会
」
を
開
催
し
、
市
民
の
み
な
さ
ん
か

ら
ご
意
見
な
ど
を
お
聴
き
し
て
、
諸
手

続
き
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　

都
市
計
画
法
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
案
の
縦
覧
を
行
い
ま
す
の
で
、
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

【
変
更
を
行
う
都
市
計
画
】

城
山
公
園
（
大
洲
市
決
定
）

【
縦
覧
期
間
】

７
月
１
日
㈪
〜
16
日
㈫

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
・
祝
日
は
除
き
ま
す
。）

※ 

縦
覧
期
間
中
、
案
に
つ
い
て
の
意
見

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
縦
覧
場
所
】

市
役
所
都
市
整
備
課

【
問
い
合
わ
せ
先
】

都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

備
し
、
人
や
燃
え
や
す
い
も
の
に
向

け
な
い
。

▽ 

花
火
が
終
わ
っ
た
ら
水
で
火
を
完
全

に
消
す
。

▽ 

子
ど
も
に
火
事
に
な
る
危
険
性
を
伝

え
る
。

　

冨
士
山
公
園
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
夜
間
は
公
園
入
口
を
封
鎖
し
て
、
車

両
進
入
禁
止
措
置
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
近
年
の
社
会
情
勢
の
変
化

を
踏
ま
え
、
現
在
試
験
的
に
夜
間
車
両

進
入
禁
止
措
置
を
解
除
し
、
夜
間
の
公

園
利
用
機
会
の
拡
大
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
み
な
さ
ん
の
適
正
な
公
園

利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

都
市
整
備
課
都
市
計
画
係

☎
㉔
２
１
１
１
（
内
線
２
４
４
）

　
 

大
洲
都
市
計
画
公
園
の
変

更
案
の
縦
覧
に
つ
い
て

　

 

夏
季
の
節
電
・
省
エ
ネ
ル

ギ
ー
対
策
に
つ
い
て

　

 

冨
士
山
公
園
の
24
時
間
開

放
に
つ
い
て

　

 

火
遊
び
・
花
火
に
よ
る
火
災
防
止

　
～
大
洲
消
防
署
か
ら
の
お
知
ら
せ
～
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